
 令和６年度出水市鶴の恩返し奨学生予約募集要項   

１ 募 集 期 間  

  令 和 ５年 ５月 ２２日 (月 )から同 ９月 １２日 (火 )まで（土 日 ・祝 日 を除 く。）  

 

２  利 子   無 利 子  

 

３ 応 募 資 格  

奨 学 金 の種 類  応  募  資  格  

修 学 資 金 

学 校 教 育 法 に規 定 する ※ １ 大 学 院 、

大 学 、 専 門 職 大 学 、 短 期 大 学 、専

門 職 短 期 大 学 、専 修 学 校 （専 門 課

程 ）または高 等 専 門 学 校 に在 学 また

は進 学 しようとする者  

・ 学 業 ※ ２ お よび 人 物 が 優 秀

かつ健 康 である者  

・申 込 日 において、保 護 者 が

本 市 に ３ 年 以 上 継 続 し て

在 住 している者  

・学 資 の支 払 いが困 難 と認 め

られる者 ※ ３  
入 学 一 時 金  

学 校 教 育 法 に規 定 する ※ １ 大 学 、専

門 職 大 学 、短 期 大 学 、専 門 職 短 期

大 学 または専 修 学 校 （専 門 課 程 ）

に進 学 しようとする者  

※１  学 校 教 育 法 に規 定 されない学 校 は対 象 となりません。  

※２  最 近 ２か年 における全 履 修 教 科 ・科 目 の評 定 平 均 値 が５段 階 評 価 で概 ね３．５以 上  

（技 能 ・スポーツにおいて特 に秀 でた能 力 を有 する者 については、この限 りでない。）  

※３  鹿 児 島 県 育 英 財 団 における基 準 に準 ずる  

 

家 計 基 準 額 （市 町 村 民 税 所 得 割 額 ）  奨 学 金 貸 与  

２１５，１００円 未 満  貸 与 対 象  

２１５，１００円 以 上  貸 与 対 象 外  

※  申 込 者 本 人 及 びその生 計 維 持 者 （父 及 び母 又 はこれに代 わって家 計 を支 えている者 ）の

令 和 ５年 度 市 町 村 民 税 額 のうち所 得 割 の合 計 額 （ふるさと納 税 ・住 宅 ローン控 除 等 の税

額 控 除 を受 ける前 の額 ）が、215,100 円 未 満 であること。  

なお、市 税 等 に滞 納 がある場 合 は、対 象 外 となることがありますので御 了 承 ください。  

 

４ 貸 与 額  

奨 学 金 の種 類  学 校 区 分  貸 与 額  

修 学 資 金 

高 等 専 門 学 校 （１～３年 次 ）  月 額 ２万 円 以 内  

大 学 院 、大 学 、専 門 職 大 学 、短 期 大 学 、

専 門 職 短 期 大 学 、 専 修 学 校 （ 専 門 課

程 )、高 等 専 門 学 校 （4・5 年 次 ）  

月 額 ４万 円 以 内  

入 学 一 時 金  
大 学 、専 門 職 大 学 、短 期 大 学 、専 門 職 短

期 大 学 、専 修 学 校 （専 門 課 程 ）  
一 括 ５０万 円 以 内  

 



５ 奨 学 金 の返 還 方 法  

大 学 等 の卒 業 １年 後 から１０年 以 内 に月 賦 で返 還 （無 利 子 ）していただきます。なお、修

学 資 金 と入 学 一 時 金 の両 方 を返 還 する場 合 、１３年 以 内 に月 賦 で返 還 することとなります。  

 

６ 申 込 に必 要 な書 類  

⑴ 奨 学 金 貸 与 申 込 書 (第 １号 様 式 )   

ア 記 入 例 を参 考 に必 要 事 項 を正 確 に記 入 してください。  

イ 裏 面 に本 人 および保 護 者 が自 署 および押 印 してください。  

⑵ 奨 学 金 貸 与 申 込 理 由 書 (第 ２号 様 式 )  

奨 学 金 の貸 与 を受 けようとする者 が、自 筆 により申 込 みの動 機 等 について、具 体 的 に記 入  

してください。  

⑶ 奨 学 生 推 薦 調 書 (第 ３号 様 式 または第 ４号 様 式 ) ※学 校 側 で記 入  

対 象 者  様 式  備   考  

高 校 ３年 生  
第 ３号

様 式  

Ａ欄 「各 教 科 ・科 目 の学 習 の記 録 」については、１・２年 の成

績 を記 入 してください。Ａ欄 は学 業 成 績 証 明 書 ※ １の添 付 を

もって代 えることができます。  

上 記 以 外 の

方  

第 ４号

様 式  

大 学 等 に既 に在 学 している場 合 は、現 在 の学 年 の前 学 年 の

学 業 成 績 証 明 書 ※ ２を添 付 してください。  

※１ 学 業 成 績 証 明 書 は学 校 長 が発 行 したものとします。  

※２ 現 在 大 学 等 ２年 以 上 の方 は、前 学 年 の学 業 成 績 証 明 書 。  

現 在 大 学 等 １年 の方 は、高 等 学 校 在 学 時 の２・３年 の学 業 成 績 証 明 書 。  

    【注 意 】証 明 には 10 日 以 上 かかる場 合 がありますので、余 裕 をもって学 校 へ依 頼 してください。  

⑷ 同 意 書  

 奨 学 生 候 補 者 の選 考 に伴 い、世 帯 の課 税 資 料 等 を確 認 するため、同 意 書 の記 入 をお願    

いします。  

 

７ 申 込 先  

⑴ 出 水 市 役 所 ４階  教 育 総 務 課 にお申 し込 みください。 

⑵ 郵 送 先  〒899－0292  出 水 市 緑 町 １番 ３号  

 出 水 市 教 育 委 員 会  教 育 総 務 課  宛  

※ 封 筒 に「親 展 」と朱 書 きし、「奨 学 金 貸 与 申 込 書 在 中 」と記 入 してください。  

 

８ 奨 学 生 候 補 者 の決 定  

選 考 委 員 会 の審 査 を経 て候 補 者 を決 定 し、１０月 中 旬 に保 護 者 へ通 知 します。（１５

人 を奨 学 生 候 補 者 として選 出 する予 定 です。） 

詳 細 については、「出 水 市 奨 学 生 の選 考 の基 準 等 に関 する要 綱 」を御 確 認 ください。  



候 補 者 としての決 定 後 、教 育 委 員 会 が指 定 する日 までに次 の書 類 を提 出 することをもって

奨 学 生 に採 用 されます。  

種  類  必  要  書  類  

修 学 資 金  在 学 証 明 書  誓 約 書 （第 ６号 様 式 ） 

奨 学 金 振 込 口 座 届 （第 ７号 様 式 ）  入 学 一 時 金  合 格 通 知 書  

※  奨 学 金 の貸 与 にあたり、保 護 者 および保 護 者 以 外 の連 帯 保 証 人 （奨 学 生 と同 一 生 計  

 でなく、返 済 能 力 があると認 められる者 ）が必 要 となります。  

 

９  奨 学 金 の返 還 支 援 補 助 及 び免 除 について  

⑴ 対 象 者 （次 のいずれにも該 当 する者 ） 

奨 学 金 の種 類  対  象  者  

修 学 資 金 

(補 助 制 度 ) 

大 学 等 を卒 業 後 １ 年 以 内 に

本 市 に 居 住 し 、 補 助 金 交 付 申

請 日 においても引 き続 き居 住 する

者 で、本 市 または 本 市 外 に就 労

する者  

・本 市 が貸 与 した奨 学 金 を計 画

通 り返 還 している者  

・市 税 等 を滞 納 していない者  

・本 市 が貸 与 する奨 学 金 以 外 の

奨 学 金 の貸 与 を受 けた者 で、そ

の奨 学 金 の返 還 について、国 県

そ の 他 の 公 的 機 関 か ら 助 成 金

等 の支 援 を受 けていない者  

・公 務 員 でない者  

入 学 一 時 金  

（免 除 制 度 ）  

大 学 等 を卒 業 後 １ 年 以 内 に

本 市 に居 住 し、申 請 日 以 後 、本

市 または本 市 外 に就 労 の実 態 が

３年 間 継 続 している者  

⑵ 修 学 資 金 の返 還 支 援 補 助 金 の額  

    修 学 資 金 の年 度 ごとの返 還 済 額 に申 請 年 数 に応 じた補 助 率 を乗 じた額  

補 助 率 ：申 請 年 数 1 年 目 は 10%、その後 1 年 ごとに 10％ずつ上 乗 せ  

（１０年 目 は 100％）  

【補 助 金 の例 】  

大 学 に進 学 し、月 額 4 万 円 の貸 与 を 4 年 間 （貸 与 総 額 192 万 円 ）受 けた奨 学  

     生 が、卒 業 後 すぐに出 水 市 に居 住 し、上 記 ⑴の修 学 資 金 の補 助 要 件 を満 たした場 合 、  

10 年 間 で合 計 1,056,000 円 （返 還 総 額 の 55％）を補 助 金 として交 付 。  

 

⑶ 入 学 一 時 金 の免 除 の額  

    全 額 免 除 （免 除 申 請 以 後 、免 除 要 件 を満 たす期 間 は返 還 を猶 予 し、３年 経 過 後  

免 除 します。）  

 

10  その他  

 募 集 要 項 や申 込 書 類 については、出 水 市 ホーム  

 ページからダウンロードできます。 

詳 しくは出 水 市 教 育 委 員 会 教 育 総 務 課 にお問 い  

合 わせください。（直 通 電 話 63－4078） 

 

奨 学 金 制 度   返 還 補 助 ・免 除 制 度  

※ Ｑ Ｒ コ ー ド は ㈱ デ ン ソ ー ウ ェ ー ブ の 登 録 商 標 で す 。  


